
【参考】 令和８年度事業の概要 
 購入寄付型 株式型 

対
象
者 

都内で事業を行い、下記①～⑦の助成要件のい
ずれかに該当する創業希望者又は中小企業者等
（個人事業主、ＮＰＯ法人、一般社団法人等も含む） 

都内で事業を行う中小企業であり、創業した日
から１０年未満である株式会社（個人で創業し法
人化した者は、個人で創業した日から１０年未満） 

助
成
要
件
・
助
成
内
容 

【助成要件】 
支援対象者に該当し、取扱ＣＦ事業者の運営

するサイトで、資金調達を完了した者。 
① 創業者・創業希望者 
② 新製品・新サービスの創出に挑戦する者 
③ 「 2050 東京戦略 」の戦略に寄与するソー

シャルビジネスを行う者 
④ HTT・ゼロエミッションに資する新製品・

新サービスの創出に挑戦する者 
⑤ デジタル技術を活用した新製品・新サービス

の創出に挑戦する者 
⑥ 女性活躍の推進に資する新製品・新サービス

の創出に挑戦する者 
⑦ 事業の見直し・再構築にチャレンジし、事業

の継続・発展を図る者 

【助成内容】 
・ ①～③：取扱ＣＦ事業者に支払う 

手数料の１/２（上限額 80万円） 
・ ④～⑦：取扱ＣＦ事業者に支払う 

手数料の２/３（上限額 100万円） 

【助成要件】 
支援対象者に該当し、取扱ＥＣＦ事業者の運

営するサイトで、株式及び新株予約権の発行に
より資金調達を完了した者。 
なお、支援対象企業の主たる事業が次に掲げ

る条件のいずれかに該当する場合は特例とし、
助成率・助成上限額を拡充する。 
 
○ ＨＴＴ・ゼロエミッションの推進を目的と

するもの 
○ デジタル技術を活用しＤＸの推進につな

がるもの 
 
 
 
【助成内容】 
・ 原則：取扱ＥＣＦ事業者に支払う 

手数料の１/２（上限額 750万円） 
・ 特例：取扱ＥＣＦ事業者に支払う 

手数料の２/３（上限額 1,000万円） 
 
事業の仕組み 
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